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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第61期

第３四半期累計期間
第62期

第３四半期累計期間
第61期

会計期間
自 平成26年３月21日
至 平成26年12月20日

自 平成27年３月21日
至 平成27年12月20日

自 平成26年３月21日
至 平成27年３月20日

売上高 （千円） 4,498,002 4,061,109 6,020,147

経常利益 （千円） 55,346 17,778 98,091

四半期（当期）純利益 （千円） 23,007 34,032 72,607

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 1,017,550 1,017,550 1,017,550

発行済株式総数 （千株） 4,680 4,680 4,680

純資産額 （千円） 2,773,681 2,784,595 2,825,165

総資産額 （千円） 4,591,458 4,307,478 4,416,552

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 4.97 7.35 15.67

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 7.50

自己資本比率 （％） 60.4 64.6 64.0

 

回次
第61期

第３四半期会計期間
第62期

第３四半期会計期間

会計期間
自 平成26年９月21日
至 平成26年12月20日

自 平成27年９月21日
至 平成27年12月20日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 0.48 1.74

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」

については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

（1）業績の状況

　当第３四半期累計期間（平成27年３月21日～平成27年12月20日）におけるわが国経済は、政府の経済対策や金

融政策による円安・株高の定着を背景に、景気の緩やかな回復基調が続いておりますが、一方で中国をはじめと

するアジア新興国経済の減速や円安による物価の上昇等、先行き不透明な状況で推移いたしました。

　当機械工具業界におきましては、主要取引先である自動車関連における国内生産台数の前年割れなどの状況は

ありましたものの、幅広い産業において設備投資が上向き、工作機械の内需回復などで堅調に推移しましたが、

当社の営業基盤である東北地方においては、自動車、電子部品などの生産水準は弱含みのまま推移し、また設備

投資の抑制など、当社を取り巻く環境は厳しい状況で推移しました。

　このような状況の中で当社は、引き続きお客様の多様なニーズに応えるべく積極的な営業展開による新しい需

要の創造とベースの底上げを図り、利益体質への改善、企業価値の向上を目指してまいりました。

　以上の結果、売上高は4,061百万円（前年同期比9.7％減）となり、商品分類別の売上高でも、伝導機器が476百

万円（前年同期比7.1％増）となりましたが、機械335百万円（前年同期比30.8％減）、産機1,860百万円（前年同

期比10.2％減）、工具1,003百万円（前年同期比6.2％減）、その他385百万円（前年同期比9.7％減）の減収とな

りました。

　利益につきましては、利益確保のため経費削減に努めましたものの営業損失19百万円（前年同期は５百万円の

利益）、経常利益17百万円（前年同期比67.9％減）となり、四半期純利益につきましては、特別利益での投資有

価証券償還益34百万円の計上により、四半期純利益は34百万円（前年同期比47.9％増）となりました。

（2）財政状態の分析

　（資産）

　当第３四半期会計期間末における総資産は、4,307百万円となり前事業年度末に比べ、109百万円減少しまし

た。この主な要因は、商品が99百万円と有価証券が89百万円増加となりましたが、一方、受取手形及び売掛金

が122百万円と投資有価証券で198百万円の減少によるものであります。

　（負債）

　当第３四半期会計期間末における負債合計は、1,522百万円となり前事業年度末に比べ、68百万円減少しまし

た。この主な要因は、支払手形及び買掛金が20百万円増加となりましたが、一方、未払法人税等28百万円、賞

与引当金14百万円及び役員賞与引当金14百万円並びに繰延税金負債が12百万円減少したことによるものであり

ます。

　（純資産）

　当第３四半期会計期間末における純資産は、2,784百万円となり前事業年度末に比べ、40百万円減少しまし

た。主な要因は、四半期純利益の計上が34百万円となりましたが、期末配当金34百万円とその他有価証券評価

差額金が39百万円減少したためであります。

　なお、当四半期会計期間末における自己資本比率は64.6％となり、前事業年度末に比べ0.6ポイント上昇して

おります。

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。

（4）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,720,000

計 16,720,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成27年12月20日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年１月29日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,680,000 4,680,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

1,000株

計 4,680,000 4,680,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成27年９月21

日～平成27年12月20

日

－ 4,680,000 － 1,017,550 － 587,550

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（平成27年９月20日）に基づく株主名簿による記載を

しております。

①【発行済株式】

平成27年12月20日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

　無議決権株式 － － －

　議決権制限株式（自己株式等） － － －

　議決権制限株式（その他） － － －

　完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　46,000 － －

　完全議決権株式（その他） 普通株式4,623,000 4,623 －

　単元未満株式 普通株式 　11,000 － －

　発行済株式総数 4,680,000 － －

　総株主の議決権 － 4,623 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には証券保管振替機構名義の株式が、4,000株（議決権の数４個）

含まれております。

②【自己株式等】

平成27年12月20日現在
 

所有者の氏名又は

名称
所有者の住所

自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式総

数に対する所

有株式数の割

合（％）

株式会社植松商会
仙台市若林区卸町

三丁目７番地の５
46,000 － 46,000 1.0

計 － 46,000 － 46,000 1.0

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成27年９月21日から平成27

年12月20日まで）及び第３四半期累計期間（平成27年３月21日から平成27年12月20日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は、子会社を有していないので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成27年３月20日)
当第３四半期会計期間
(平成27年12月20日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 503,019 535,402

受取手形及び売掛金 1,774,504 ※２ 1,651,734

電子記録債権 174,318 ※２ 165,552

有価証券 10,186 100,030

商品 153,229 253,070

繰延税金資産 9,162 1,376

その他 35,998 32,641

貸倒引当金 △450 △440

流動資産合計 2,659,969 2,739,369

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 124,582 118,565

土地 162,581 162,581

その他（純額） 35,671 30,329

有形固定資産合計 322,834 311,475

無形固定資産 13,375 18,174

投資その他の資産   

投資有価証券 1,288,154 1,089,588

その他 141,485 158,067

貸倒引当金 △9,267 △9,196

投資その他の資産合計 1,420,371 1,238,459

固定資産合計 1,756,582 1,568,109

資産合計 4,416,552 4,307,478

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,238,724 1,259,073

未払法人税等 29,858 1,061

賞与引当金 16,800 2,100

役員賞与引当金 14,000 －

その他 103,942 83,527

流動負債合計 1,403,324 1,345,762

固定負債   

役員退職慰労引当金 49,300 53,125

繰延税金負債 110,179 97,423

その他 28,582 26,572

固定負債合計 188,061 177,120

負債合計 1,591,386 1,522,883
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成27年３月20日)
当第３四半期会計期間
(平成27年12月20日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,017,550 1,017,550

資本剰余金 1,174,661 1,174,661

利益剰余金 426,635 425,920

自己株式 △7,412 △7,412

株主資本合計 2,611,434 2,610,719

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 213,730 173,875

評価・換算差額等合計 213,730 173,875

純資産合計 2,825,165 2,784,595

負債純資産合計 4,416,552 4,307,478
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　平成26年３月21日
　至　平成26年12月20日)

当第３四半期累計期間
(自　平成27年３月21日
　至　平成27年12月20日)

売上高 4,498,002 4,061,109

売上原価 3,897,867 3,519,984

売上総利益 600,135 541,124

販売費及び一般管理費 595,064 560,321

営業利益又は営業損失（△） 5,070 △19,197

営業外収益   

受取配当金 7,230 9,597

仕入割引 29,041 26,441

その他 17,734 6,195

営業外収益合計 54,007 42,234

営業外費用   

支払利息 1,344 1,054

支払手数料 － 2,519

為替差損 1,879 884

その他 507 799

営業外費用合計 3,731 5,258

経常利益 55,346 17,778

特別利益   

投資有価証券売却益 1,040 －

投資有価証券償還益 － 34,090

特別利益合計 1,040 34,090

特別損失   

固定資産除却損 16 －

投資有価証券売却損 － 390

特別損失合計 16 390

税引前四半期純利益 56,371 51,479

法人税、住民税及び事業税 11,280 7,531

法人税等調整額 22,083 9,915

法人税等合計 33,363 17,447

四半期純利益 23,007 34,032
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　　　　該当事項はありません。

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　　　当第３四半期累計期間（自　平成27年３月21日　至　平成27年12月20日）

　　　　該当事項はありません。

（追加情報）

法人税等の税率の変更

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する会計年度から法人税率等

の引下げ等が行われることとなりました。

　これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6％から平成28年３

月21日に開始する会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1％に、平成29年３月21日に開始する会計

年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3％となります。

　この税率変更により、繰延税金負債の金額が9,376千円減少し、その他有価証券評価差額金が7,529千円増加、

法人税等調整額（貸方）が1,847千円増加しております。

 

（四半期貸借対照表関係）

１　受取手形裏書譲渡高

 
前事業年度

（平成27年３月20日）
当第３四半期会計期間
（平成27年12月20日）

受取手形裏書譲渡高 177,815千円 170,037千円

 

※２　四半期会計期間末日満期手形

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形の金額は次のとおり

であります。

 
前事業年度

（平成27年３月20日）
当第３四半期会計期間
（平成27年12月20日）

受取手形 －千円 1,176千円

電子記録債権 － 21,542

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自 平成26年３月21日
至 平成26年12月20日）

当第３四半期累計期間
（自 平成27年３月21日
至 平成27年12月20日）

減価償却費 17,006千円 17,383千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成26年３月21日　至　平成26年12月20日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月19日

定時株主総会
普通株式 23,166千円 5.0円 平成26年３月20日 平成26年６月20日 利益剰余金

 

２．基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当

四半期会計期間の末日後となるもの。

　　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成27年３月21日　至　平成27年12月20日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月19日

定時株主総会
普通株式 34,747千円 7.5円 平成27年３月20日 平成27年６月22日 利益剰余金

 

２．基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当

四半期会計期間の末日後となるもの。

　　該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間（自　平成26年３月21日　至　平成26年12月20日）及び当第３四半期累計期間（自　平成

27年３月21日　至　平成27年12月20日）

当社は、機械、工具及び産業機械・器具等の販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自　平成26年３月21日
至　平成26年12月20日）

当第３四半期累計期間
（自　平成27年３月21日
至　平成27年12月20日）

１株当たり四半期純利益金額 4円97銭 ７円35銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 23,007 34,032

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 23,007 34,032

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,633 4,633

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社　植松商会(E02753)

四半期報告書

12/13



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

  平成28年１月25日

株式会社植松商会   

取締役会　御中   

 

 有限責任監査法人　トーマツ 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 木村　大輔　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 田村　　剛　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社植松商

会の平成27年３月21日から平成28年３月20日までの第62期事業年度の第３四半期会計期間（平成27年９月21日から平成27

年12月20日まで）及び第３四半期累計期間（平成27年３月21日から平成27年12月20日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社植松商会の平成27年12月20日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 
　（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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